


















機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

加 除 一 覧表
【厚生年金保険・健康保険適用】

業務処理名 目次
力日 除

備考
確認

頁 ｜枚数 頁 1枚数 欄

表紙 ，、』， ’‘、J l差替

書類の提出・受付・返戻等にかかる取扱い 38-3-1 －、J 38-3也 2 1 38-3-1 ，、、， 38-3-2 l差替

審査請求等に係る事務処理 共通編 43 
46 

2 43～ 46 
2差替，、、，

（審1) （審1)

各種報告書一覧 105-1～ 114 7 105-1～ 114 7差替

適用事業所全喪届 1-2 9～ 10 9～ 10 l差替

実地調査 I -10 37 (39) ，、、， 42 (29) 71 37 (39) ，、、， 133 45 差替

被保険者資格取得届 II -1 51 ，、、， 51 51 ’‘、J 51 1差替

被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 II -12 45 ，、、d 76 16 45 ，、、d 45 l差替

100 59 

（平成28年6月24日改正分加除）

加 除 担 当 者

平成 年 月 日

氏名 l=D 



改正箇所一覧（厚生年金保険 適用） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

決裁（専決）者一覧につ 38-3-2 国年適用 事務センター長 事務センターグループ長 文言訂正 3 

いて Eその他 年金事務所長（注2) 年金事務所課（室）長（注2)
※喪失被保険者
ファイル補正処理
票

審査請求等に係る事務 44 目次 様式第1号 審査請求書（審査官）※処分があった』とを 様式第1号審査請求書（審査官）※平成28年4月1日 経企指 4 

処理 【添付犠式等】 知った日が平成28年4月1日以降である場合 ・・・23 以降の処分に限る ・・・23 2016-25 

様式第1号審査請求書（審査官）※処分があったことを 機式第1号 審査請求書（審査官）※平成28年3月31
知った日が平成28年3月31日以前である場合 ・・・25 日以前の処分に隈る ・・・25

各種報告書一覧 105-1 項番4 【経企逮2016-39】 【監査指2014-24】 5 

項番7 後納郵便料金（一般郵便物）に係る検収報告 後納郵便料金（一般郵便物）に係る検収報告
後納郵便料金（本部拠点間小包）に係る検収報告

【総務指2013-29】
【総務指2013-29】
【総務指2015-15】

項番12 平成28年6月13日 平成28年4月28日
平成28年7月118
平成28年8月12日 【人企指2015-36]
平成28年9月12日

【再生指2016-15】

項番13 【会資連2016-4] 【管理室指2015-25]

105-2 項番14 【会資連2016-5】 【管理室指2015-26]

項番25 会計・資産管理部施設管理G 会計・資産管理部管財G

105-3 項番26 会計・資産管理部施設管理G 会計・資産管理部管財G

4 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-3 項番31 【調達指2016-12】 【調達指2016-9】 (5) 

105-5 項番67 その都度、指示等にて設定 平成26年4月17日（平成25年度実績）

メール（電子媒体）

随時、指示等により指示 【国年指2016-49]

105-6 項番77 【事推指2016-31】 【厚年指2015-83］※
【国年指2015-149】

項番78 項番167へ

項番80 【事推指2016-31] 【厚年指2015-83］※

105-7 項番83 本部へ直送 事務センター（とりまとめ）
事務センター（とりまとめ）

メール（電子媒体）
メール（電子媒体）

項番84 項番168へ

項番85 行動計画実施状況シート（厚生年金保険徴収関係） 行動計画実施状況シート

【事推指2016-9】 【厚年指2015-70】

項番90 5月25固まで 5月中旬（指示・依頼により報告期限を設定）

【事推指2016-30] 【厚年指2014-77】

項番91 5月25日まで 5月中旬（指示・依頼により報告期限を設定）

【事推指2016-30] 【厚年指2014-77】

項番96 翌月5営業日 翌月10日

全国共有フォルダへ登録

【事推指2016-6】 【厚年指2014-64】

4 



業務処理名 ページ 項 目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-8 項番107 2月 2月上旬 (5) 

105-11 項番147 事務所、事務センター、地綾部、本部各部 事務所、事務センター

随時 年次及び随時

随時（必要に応じ指示にて設定） 圭包盤産詣丞・i主題lこ工詮定

情報セキュリティポリシー 【シ統指2015-3】※毎年2月頃に発出

【シ統指2015-3】
掴眼Q21$遡が亙盤

105-12 項番151 リスク統括部リスク鑑盆Q・ リスク統括部リスク宜翠阜・

コンブライアンス部コンブライアンスG コンブライアンス部コンブライアンスG

【法コ指2016-13］※毎年発出 【リコ指2014-6】 ※毎年発出

項番152 コンブライアンス問題事案対応要領 【サ推指2013-46］※
（【品管指2013-86】
【リコ指2013-177】）

掴田監笠

項番155 地域部へ：毎月15日 毎月15日
杢盤へ・鍾且25日

項番157 本部（11ス2起筆G）へ：翌20日まで 本部（11ス空鑑猛G）へ：翌20日まで

105-13 項番161 自主点検実筋要領 自主点検実施要領

（本部用） （リンク付） （本部用）

項番164 MCA無線機通信ァスト実施結果報告

一一一一一一一項番165 認可申請対象者リスト

一一一一一一一項番166 オーダリングシステム検収報告

J 一一一一一一
105-13 項番167 滞納保険料等進捗管理表 項番78

（国民年金部収納企画G、厚生年金保険部徴収企画G) （事業推進統括部国民年金事業推進G、事業推進統括
部厚生年金保険事業推進G)



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-13 項番168 国税委任対象事業所に係る徴収状況報告 項番84 (5) 

（厚生年金保険部徴収企画G) （事業推進統括部厚生年金保険車業推進G)

適用事業所全喪届 I -2-10 4. (2) ア年 金事務所長は上記＠のアにより送付を受けた届 ア年金事務所長は上記②のアにより送付を受けた庖 文言追加 6 

・実地調査等 書および添付書類により、原則として事務センターの入 書および添付書類により、原則として3か月を超えない

・手順 力処理後3か月を超えない期間内に、当該事業所の廃 期間内に、当該事業所の廃業や休業の事実を確認する
業や休業の事実を確認するため、電話や文書による照 ため、電話や文書による照会や、商工会や業界団体等
会や、商工会や業界団体等への照会等を実施するよう への照会等を実施するよう適用担当課職員に指示す
適用担当課職員に指示する。 る。

実地調査 I -10 事務処理手順 （削除） 朱適用事業所に対する「立入検査JIこ係る事務処理手 If.年指 7 
JI頂 2016-55 

高野企指
2016・11

I -10-38(1) 手順書 （新規追加）

ノ ／／／
～38(16) 厚生年金保険等の適用調査対象事業所に対する加入

指導手順書

I -10-39(1) 事務処理手順 （新規追加）

~ ～39(18) 厚生年金保険等の適用調査対象事業所に対する立入
検査にかかる事務処理手順書

I -10-40(1) 犠式 （新規追加）
～40(56) 厚生年金保険等の適用調査対象事業所に対する加入

指導手順書
厚生年金保険等の適用調査対象事業所に対する立入
検査にかかる事務処理手順書

I -10-41 (1) 取扱要領 （新規追加）
～41(20) 厚生年金保険等の未適用事業所に対する加入指導・立

入検査及び適用事業所に対する事業所調査の認可申
請の取扱要領

被保険者資格取得届 II -1-51 点検・審査役割分 ⑬事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番 ⑭事業所所在地、事業所名称、事業毘氏名、電話番 文言訂正 8 
担表 号、代表者印 号、代表者印
項目内容

内容審査 口適用除外承認証（副）には、公印（事務センター長印ま

一一一一一一一
文言追加

たは年金事務所長印）を押印する。

被保険者所属選択 II -12-46～76 一以上事業所勤 （新規追加） 厚年指 9 

－ニ以上事業所勤務届 務被保険者の処 2015-97※ 

理に係る事務処
理誤りの再発防
止策



加除 一 覧表
｛厚生年金保険・健康保険適用］

業 務処理名 目次
力日 除

備考
確認

頁 枚数 頁 欄

表紙 ，、、， ，、、， 1差替

目次 ・・ー ，、、， 2 ，、、， 2差替

書類の提出・受付・返戻等にかかる取扱い 5～ 6 5 ～ 6 l差替

事務処理誤りの事例等について
共通編

（再発防止の徹底）
41 ，、、d 42 41 ，、、， 42 l差替

各種報告書一覧 105-1 ，、－105-6 3 105-1 ，、、， 105-6 3差替

被保険者資格取得届 II -1 51 ，、、， 51 1 51 ，、、， 51 1差替

9 9 

（平成28年8月1日改正分加除）

加除担当者

平成 年 月 日

氏名 f=n 



改正箇所一覧（厚生年金保険適用） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

目次 一 一 ※平成28年4月の組織改編に伴い、本マーユアル中の 組織改編

「ブロック本部」、本部の所管部署の表記については、原
則、以下のとおり読み替えをしてください。
0「ブロック本部」は「地綾部」へ
0本部の所管部署『厚年年金保険部適用企画指導GJ
は「事業推進統括部厚生年金保険事業推進GJへ

書類の提出・受付・返戻 6 3. (3) 盤星盤は、宜盤固の所属長から提出されたチェック ブロック部は、ブロック管肉の所属長から提出された 2 

等にかかる取扱い シートを確認のうえとりまとめ、毎月20固までに機構本 チェツクシートを確認のうえとりまとめ、毎月20固までに

部＇123..1.鈍誼盤に提出する。 機構本部品宜萱翠盟に提出する。

3. (4) なお、チェックシートによる確認の結果、取組ができて なお、チヱツクシートによる確認の結果、取組ができて
いない項目がある場合は、拠点において改善計画書（任 いない項目がある場合は、拠点において改善計画書（任
意書式）を作成し、挫撞盤及び本部リスク統括部に提出 意書式）を作成し、ブロック本部及び本部品質管理部に
する。 提出する。

4. (2) 上記（，）以外の事務センターの業務を年金事務所に よ記（1)以外の事務センターの業務を年金事務所に
おいて行う場合、・・・（略）・・・別添様式により本部事務 おいて行う場合、・・・ （略） ・・・別添様式により機構本部
センター統括部の許可を必要とするものとする。 の許可を必要とするものとする。

本部事務センター統括部は、この許可を行った場合、 機構本部は、 この許可を行った場合、その内容を速や
その内容を速やかに地綾部脊通じて事務センター長へ かにブロック本部存通して事務センタ一長へ通知するも
通知するものとする。 のとする。

本部事務センター統括部により許可された業務につい 機構本部により許可された業務については、 ・・
ては、・・・ （略）。 （略）。

処分決定に対する不服 42 Cg)の事務処理誤りの事実確認が不可能（証拠が無い 等②）のの場事ー務処理誤りの事実確認が不可能（証拠が無い 法コ情 4 

申立てがあった場合 等）の場合、③～⑤に進まず審査請求の案内を行うこ 合、③～⑤に進まず審査請求の案内を行うこ 2016-2 

（審査請求）の留意事項 と。②～⑤に時間を要し豆左且の審査請求（意思表示）の と。②～⑤に時間を要し昼旦且の審査請求（意思表示）の
期限が経過しないように、①の受付及び地方厚生局へ 期限が経過しないように、①の受付及び地方厚生局へ
の回付を優先し速やかに行うこと。なお、 処分の取消の の回付を優先し速やかに行うこと。なお「処分の取消の

量孟IL塞査誼＊査経k盆主主l土色l孟握起主ることがま 蓋孟IL蓋査誼丞‘亙韮査誼丞盟主2法査経と盆主主l土
きない（注）とされているので注意すること。 匙i孟握起主~こιが主主主いa lとされているので注意す
L；主｝厘主主金量睦法箪91盆に盟産主~盤盆｛厚生盤血 ること。

に盛~~盆筆｝査陸三

I 2 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

各種報告書一覧 105-1 項番9 【人事連2016-13] 【人管指2015-56】 5 

項番10 M2クフス以上：人事第1G 人事企画室人事管理G
M1クラス：人事第2G
Cクラス：人事第3G
Sクラス：人事第4G

105-3 項番31 【調達連2016-12】平成28年度調達計画の見直し（第1四 調達計画書
半期）

【調達連2016-12】 【調達指2016-12】

項番35 【調達連2016-6】 【調達指2015-23］（グリーン購入法）

105-5 項番59 （削除） ねんきんネット「国民年金被保険者情報照会システム」
におけるダウンロード機能の許可申請

項番60 本部へ直送 地域部

毎月1filaまでに本部提出 毎月旦Eまでに本部提出

【国年連2016-1】 【国年指2014-75】

期限厳守 期限の延期が可能

項番61 本部へ直送 地域部

【国年連2016-1】 【国年指2014-75]

被保険者資格取得届 II -1-51 点検・審査役割分 送量盤宜盆法iこ盤鎚玄~謹い虫色~撞含lこlit. 蓋 業主に確認する等留意すること。 脱字修正 6 
担表（チエツヴシート） 業主に確認する等留意すること。
⑫報酬月額
内容審査

2 2 



加 除 一 覧表
【厚生年金保険・健康保険 適用］

業務処理名 目次
力日 除

備考
確認

頁 枚数 頁 枚数 欄

表紙 一 ，、、， ，、、， l差替

20 ，、、， 21-1 20 ，、、， 21-1 l差替

21-14 ，、、，21-15 1121-14 ，、、， 21-15 l差替
I-ーーーーーーーーーー

書類の提出・受付・返戻等にかかる取扱い 21-24 ~、J 21-25 1 21-24 ，、、，21-26 2差替
トーーーーーーー－』

共通編
27 ，、、， 27-7 4 27 ，、、， 27-7 4差替

31 ，、、， 31-1 31 ，、、， 31-1 1差替

審査請求に係る事務処理 43 
46 

10 43 
46 

10 差替，、、，
（審17)

，、、，
（審17)

各種報告書一覧 105-1 ，、、， 114 7 105-1 ，、、， 114 7差替

適用事業所全喪届 I -2 31 ，、、， 32 31 ，、、， 32 l差替

被保険者資格喪失届 II-2 3(1) 2 3(1) 2差替

被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 II-12 2 2 2 2差替

被扶養者（異動）届認定 m-1 5～ 6 5～ 6 1差替

被保険者報酬月額変更届 IV-1 2(5) 4 2(5) 4差替

（平成28年8月31日改正分加除）

加除担 当者

平成 年 月 日

氏名 i=n 



改正笛所一覧（厚生年金保険 適用） （男lj添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

受付処理簿 20 受付進捗管理シ （差替） （差替） ｜制度改正

ステムの畳録処 フロー図中 フロー図中

理 E主量 箪＝章霊昌会

21-14 7. (1) 0「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認悶査申
③外部送付中 立書j等を地方厚生局に送付する場合に登録する。

・手順

・Point 「菌民年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正に関する
事務処理要領」（要領第169号）参照。

。見出し （削除） ④第二委送付中

・手順 （削除） 第三者委員会に届書等を送付する場合に登録する。

・Point （削除） 第三者委員会の関連の処理の流れは，5. （，）第三者
委員会関係の届書等を参照。

．見出し ④処理済 ＠処理済

21-15 ＠処理不要 ＠処理不要

盛田送済 包囲送済

21-24 14.偲別の届書 （，）訂正請求関係の届書 ( 1）第二者委員会関係の届書等

等の取扱い
・見出し 訂正請求における「年金記録訂正請求書兼年金記録に 第三者委員会に送付する「年金記録に係る確認申立
・手順 係る確認調査申立書J及び「取下書Jの取扱いは、「国民 書j（以下「申立書Jという。）の取扱いは以下のとおり。

年金原簿及び厚生年金保険原簿の訂正に関する事務
処理要領J（要領第169号）を参照する。

一 ・見出し （削除） ① 第二者委員会への送付

．手順 事務センターが申立書を第三者委員会に送付する場合
は、処理状態等「第三委送付」を登録する。
原本を第三者委員会に送付し、写しを保管する。

・見出し （削除） ②審議結果を受領した時の畳録

・手順 申立書の写しのバーコードにより、処理状態等「受付Jを
登録する。
また、審議結果により、以下の処理を行う。

1,5 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（受付処理簿） 一 ・見出し （削除） 0記録訂正なしの場合 制度改正 (1) 

．手順 処理状態等「処理済」を登録する。

・見出し （削除） 0記録訂正あり、本人勧奨不要の場合

・手順 ア．記録訂正の処理菓（被保険者記録補正依頼・回答票
策補正処理票）｜こバーコードを貼付し、新規受付登録を
行う。また、照会／情報更新画面の関連届書情報に申立
書のバーコードを登録する。
イ．記録訂正の処理終了後、処理票及び申立書の処理
状態等「処理済」を登録する。

・見出し （削除） 0記録訂正あり、本人勧奨必要の場合

・手順 ア．記録訂正の処理票（被保険者記録補正依頼・回答票
策補正処理票）！こバーコードを貼付し、新規受付登録を
行う。また、照会／情報更新画面の関連届書情報に申立
書のバーコードを畳録する。
イ．記録訂正の処理終了後、処理票の処理状態等「処
理済」を登録する。
ウ．本人に勧奨を行う場合は、申立書の処理状態等「本

I 

人照会目」を釜録する。

・Point メモ欄に本人への送付物を登録する。
勧奨後、再三督促しても回答がない場合は、処理状態
等『記録照会済」及び『処理済Jを釜録し、メモ欄に事蹟
を登録する。

・見出し （削除） 0本人勧奨の確認

・手順 本人勧奨を行った申立書については、検索画面で骸当
者を検索し、定期的に進捗状況を確認する。

27-1～7 届書コード一覧 （差替） （差替）

受付控え 31 1.受付控えの交 窓口で受付控えを即時交付する場合等は、「サービスス 窓口で受付控えを即時交付する場合等は、「サービスス
付 タンダード実施要領J、「国民生金厘撞孟Ii.厘主主金鍾 タンダード実施要領」、「主企E鐘に盤~自立工に盟主~
・手順 陸厘箪Q2ll正｜こ園主義蔓濫処理霊鍾｜文は下配の『3. 畠2:tt&lこ国主~霊位筆蔓濫圭鐙マーュZlt,;I又は下記

対象書類以外」に基づき手作業で作成する。 の「3.対象書類以外JIこ基づき手作業で作成する。

・Point 「差金E鐘E正誼丞壷韮差金記鐘に盛盈盛認掴査自立 主企記録！こ盛盈盛翠自立壷の受付控えついては、工主
重止の受付控えl三ついては、「国民年金原簿及び厚生年 金記録lこ盛盈自立主に誼:t丞畠2:tt&lこ国主~霊位筆
盆量陸直筆Q2ll正！こ国主義重産鑑翠霊鍾I｛霊鍾筆16 重盛圭鐘マーュZlレi査室盟。
9呈｝壷盟a

2, 5 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（受付控え） 2.対象書類 【窓口受付】 【窓口受付】 制度改正 (1) 

．手順 ②年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申 ②年金記録に係る確認申立書

立書

【送付受付】 【送付受付】
②年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申 ②年金記録に係る確認申立書

立書

審査請求等に係る事務 43～45 目次 （差替） （差替） 2 

処理
46（審1) 1. (2) ※上表右欄に掲磁の各j去により、審査官又は審査会を ｜事継指

～（審2) 請求先として審査請求ができるものを除く処分に係る審 2016-75※ 

査請求（改正行政不服審査法（平成26年法律第68号）施
行前の奥議申立て相当。健康保険の被扶養者の認定、
不認定又は削除、任意適用事業所の認可、任意適用事
業所取消の認可に係るもの等。）の取扱いについては、
平成28年7月6日【事推指2016-75・経企指2016-27】を
参照のこと。

各種報告書一覧 105-1 項番7 事務所、事務センター、地域部、杢盤 事務所、事務センター、地域部 3 

【総務連2016-10】

105-3 項番26 年金事務所等機械警備等保安業務検管報告 年金事務所等機械警備の検杏確認書の添付

【管理室指2016-13] 【財務指2011-49]

項番33 等級拡大の件数及び低入札価格調査の状況の報告 官公需契約実績額及び官公需契約見込額等の取りまと
め

【翻違連2016-5] 【調達指2015-20】

105-6 項番70 月次 期次（四半期）

毎月10日（地域部へ） 4月、7月、 10月、 1月の15日

毎月20日（本部へ）

メール（電子媒体）

【事推指2016-12】※ 【国年指2014-109】

項番75 【事推指2016-12］※ 【固ま手指2015-161】

105-7 項番83 【事推連2016-53】 【厚年指2015-107】

3 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（各種報告書一覧） 105-9 項番119 10月、 1月、4月 lll.品 10月、 1月、 4月 一 (3) 

項番121 年金委員理事長表彰推薦書調書及び理事長表彫被 年金委員理事長表彰推薦書

推薦者調書
， 

皇且 Z且

項番122 年金委員翠重表彰対象者一覧 年金委員ブロック本部長表彰対象者一覧

呈且 皇且

項番123 呈且 呈且

105-10 項番125 郵送（紙） 共有フォルダ

項番132 平成28年5月27日 平成28年5月中旬（予定）

【相サ連2016-59］※ ※平成28年7月発出予定

105-11 項番138 【年相指2016-17] ※平成28年3月下旬発出予定

項番139 【年相指2016-17] ※平成28年3月下旬発出予定

項番140 【年相指2016-17】 ※平成28年3月下旬発出予定

項番141 【相サ逮2016-44] ※平成28年4月発出予定

項番143 【相サ連2016-44] ※平成28年4月発出予定

105-13 項番160 監査部企画阻整G 監査部監査企画G

項番161 監査部監査箪1G 監査部杢盤監査G

4,5 



業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改定理由 別添

適用事業所全喪届 I -2-32 別紙6 （差替） （差替） 法改正 4 

被保険者資格喪失届 II -2-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 5 

II-2-3(1) 疑義照会 平成22年3月30日 2010-105 疑事量照会欄

懲戒解雇後に雇用関係存在確認有の一審判決が出た 追加

ときの資格喪失取消他手続きについて

平成22年10月15日 2010-832
不当解雇後に雇用関係解雇処分無効判決が出された
場合の遡及手続きについて

被保険者所属選択・ II-12-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 6 

二以上事業所勤務届

II-12-1(1) 疑義照会 平成22年10月15日 2010-746

一一一一一一一
疑事量照会欄

ニ以上事業所勤務届にかかる非選択事業所の新規適 追加

用について

被扶養者（異動）届 ill-1-5 1. (2) エ収入の種類については、点検・審査役割分相表 ヱ収入の種類については、 ill-1-14を参照する。 文言修正 7 

認定 ②収入がある場 （チェックシート）を参照する。
~』ヨ

．手順
ill-1-6 (3) （略） （略）

③被扶養者に 【資格取得届と同時に提出された場合】及び【新たに扶 【資格取得届と同時に提出された場合】及び【新たに扶

なった理由等 養の事実が発生した場合】については、点検・審査役割l養の事実が発生した場合】については、 ill-1-15.16を参

・手順 分担表（チェツクシート）を参照する。 照する。
（略） （略）

被保険者報酬月額変更 IV-1-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 8 

届

IV-1-2(2) 疑義照会 平成22年10月15日 2010-473 疑畿照会欄

役員報酬が降給となったが、報酬が未払いである場合 追加

の月額変更届の取扱いについて

IV-1吃（5) 平成24年3月16日 2012-13
一時帰休中の賃金カットによる随時改定について

s.,s 



加 除 一 覧 表
【厚生年金保険・健康保険適用］

業 務処理名 目次
力日 除

備考
確認

頁 頁 枚数 欄

表紙 1 ，、、， l差替

目次 ，、、， ． 2 ，、、，， 2差替

，旬、．， 2 1 1 ~、， 2 l差替
適用事業所所在地・名称変更届（管轄外） I -4 

13 ，、、．， 23 6 13 ，句、J 18 3差替

一括適用承認申請書 I -8 7 ，、、， 20 7 7 ，、、， 20 7差替

38 (15) ，、、， 38 (16) 1 38(15) ，、~ 38 ( 16) l差替
実地調査 I -10 

42(1) ，、、J 43 (29) 28 42(1) ，、、， 42 (29) 15 差替

特定適用事業所該当・不該当届 I -12 ，、、， 68 34 ，句、， 追加

一，、、， 2 1 ，、、， 2 l差替

4(7) ，句、J 18 8 5 r、、．， 15 6差替
被保険者資格取得届 II-1 

33 ~、，， 36 2 33 ，、、， 36 2差替

51 ~、， 51 51 ，、、， 51 1差替

被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 II-12 46 31 12 ，、、， 46 18 差替

被保険者・70歳以上被用者区分変更届 II-22 1 ，、、， 7 4 ，、、， 追加

1 ，、、， 2 ，、、， 2 1差替

被扶養者（異動）届認定 III-1 5 ~、d 8 2 5 ，旬、d 8 2差替

25 ，、、， 26 1 25 ，、』， 26 l差替

2 1 ~、，， 2 l差替

被保険者報酬月額変更届 IV-1 3～ 9 4 3 ~、， 9 4差替

18 ，、、， 23 3 18 ，、、，， 23 3差替

，、、， 2 ，、、， 2 1差替

被保険者報酬月額算定基礎届 IV-2 7 ，、、，， 8 1 7 ，、、J 8 l差替

33 ，、、， 48 8 33 ，、、， 37 3差替

被保険者賞与支払届 IV-3 9 ，句、， 26 9 9 ，、、， 13 3差替
トーーーーーーーーー

，、、， 6 3 ，、、， 6 3差替
産前産後休業終了時報酬月額変更届 V-3 一11 ，、、， 12 11 ，、、．， 12 l差替

1 ，町、， 2 1 ，旬、， 2 l差替
育児休業等終了時報酬月額変更届 V-6 

4 ，、、， 11 4 4 ，句、， 11 4差替
... ・園間－ーーーー

’‘、d 2 (1) 2 ，、、， 2 (1) 2差替

70歳以上被用者該当・不該当届 v-10 13 ，、、， 18 3 13 ，、、， 18 3差替

27 ，、、， 34 4 27 ，、、d 34 4差替

一，、、， 2 2 l差替
被保険者住所変更届 VI-4 

5 ，、、， 31 14 5 ，、、， 5 l差替



（平成28年10月7日改正分加除）

加除担当者

平成 年 月 日

氏名 l=P 



機甲信性2完全性2可用性2（品質管理室）

改正箇所一覧（厚生年金保険適用） （別添）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

目次 I適用事業所 12特定適用事業所 該当・不該当届

ノ ／／／

一

E被保険者 22被保険者・70歳以上被用者区分変更届

適用事業所所在地・名 I -4-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 2 

称変更届（管轄外）

I -4-2 添付書類 GJ" 所在地変更のみの変曹の場合で、引き続き口座振 r3j> 口座握萱lこ主鑑睦担査組みk::Cい~場合で、引き続 厚年指

Point 替を行う場合は亙庭「保険料口座振替納付（変更）申出 き口座振替を行う場合は「保険料口座振替納付（変更） 2013-85 

書Jの届出査霊」主いa 申出書Jの量出査~位~.. 

I -4-14～17 （別添） （新規追加）
適用事業所の管轄外への所在地変更に伴う保険料口
座振替納付に係る事務処理手順等

I-4-18 （参考） （新規追加）

ノ ／／／
適用事業所の管轄外への所在地変更に伴う保険料口
座振替納付に係る事務処理の概要（イメージ）

一括適用承認申請書 I -8-8 ~手（5順)(!) 対象事業所を管轄する年金事務所への届出 （表） 対象事業所を管轄する年金事務所への届出 文言修正 3 

被保険者資格喪失届 被保険者資格喪失届

重王媒体届書又は電子申請 盛盆媒体届書文は電子申請

指定事業所を管轄する年金事務所への届出 （表） 指定事業所を管轄する年金事務所への届出

被保険者資格取得届 被保険者資格取得届
宜壬媒体届書又は電子申請 盛皐媒体届書又！ま電子申請

被扶養者（異動）届 被扶養者（異動）届 文言追加

電圭盛盤届葺.＆l主電子申請又は紙届書 電子申請又は紙届書

I -8-14 4.(1) 対象事業所を管轄する年金事務所への届出 （表） 対象事業所を管轄する年金事務所への届出 文言修正

4・手順
被保険者資格喪失届 被保険者資格喪失届

宣王媒体届書文は電子申請 盛盆媒体届書文lま電子申請

指定事業所を管轄する年金事務所への届出 （表） 指定事業所を管轄する年金事務所への届出

被保険者資格取得届 被保険者資格取得届

宜王媒体届書文は電子申請 盛皐媒体届書文は電子申請

被扶養者（異動）届 被扶養者（異動）届 文言追加

宣圭盛盤届豊.＆I孟電子申請又は紙届書 電子申請又は紙届書

12 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

実地調査 I -10-38(16) 3 適用調査対象 (2）事踊管理及び決裁について 厚年指 4 

事業所の進捗管 適用対象事業所の事蹟管理については、厚生年金保険 2013-85 

理について 適用業務支援システムの『適用対象事業所整理票」を
手順 印字のうえ所長まで決裁を受けること。

なお、「適用対象事業所整理票』は、適用対策会議の資
料となることから、事蹟ごとに決裁を受けることが好まし
いが、逐次調査担当者から口頭等で詳細な報告を受け
ている場合は、月1固まとめて決裁を受けることも可とす
る。

ill所属長への報告 血i所属長への報告

I -10・42(1) 建設業の許可行 （新規追加）

／ ／／／  

厚年指

～42(27) 政庁との連携に 2015-135 

よる適用の適正
化に係る取扱要
争責

特定適用事業所該当・ I -12-1～68 （新規追加）

ノ ／／／

事企指 5 

不該当届 2016-21※ 

被保険者資格取得届 II -1-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 6 

概要 ＠司i1.t塞盟目IJ~屋園芸鈎筆主宰位己匙立勤務回数また ＠り、＝被争勤告務日数または勤務時間数などの労働の実態によ 事企指

【要件】 は勤務時間数などにより、被保険者になるかどうかが決 保険者になるかどうかが決まる。 2016-21※ 

まる。

II -1-2 条文 【厚年法】 9条（被保険者） 12条（適用除外）13条（資 【厚年法】9条（被保険者） 13条（資格取得の時期） 27 
格取得の時期） 27条（届出） 条（届出）

関連 （削除） 平成26年9月四日【厚年指2014-190】『健康保険・厚生年 厚年指

金保険被保険者資格取得届Jの本人確認事務及び住民 2016-88※ 

票コードの収録の事務取扱要領

平成28年8月31日【厚年指2016-88】資格取得時におけ

一一一一一一一る本人確認事務の取扱い

II-1-5 , . (,) 適用事業所に使用される人は格、取国f籍、報酬の多少など 適用事業所に常用的に使用される人は、国籍、報酬の 事企指

①資格取得要件 を問わず被保険者となり、資 得の届出をしなければ 多少などを問わず被保険者となり、資格取得の届出をし 2016-21※ 

の説明 ならないことを説明する。 なければならないことを説明する。

．手順 適用事業所に使用される人には、次の場合の人も含ま 適用事業所に常用的に使用される人には、次の場合の
れる。 人も含まれる。

2’2 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ｜ ページ
（被保険者資格取得届）I11-1-s 

+Point 

II-1-6 ・手順

改正後

（削除）

【被保面吾責有の遍扇墓事］
1週の所定労働時間及び1月の所定労働回数が、通常
の労働者の4分の3以上である者。

新旧表
（略）

平歳語字而月1目前の4分の3要砕（昭和55年内かんで
定める）を満たす被保険者について、平成28年10月1日
以後の適用基準では適用されない場合がある。平成28
年10月1目前に被保険者であるものが、同じ事業所に使
用されている聞は、引き続き被保険者とする。

【被保険者となる短時間労働者】
勤務時間・勤務日数が、一般従業員の4分の3未満の短
時間労働者のうち、以下の①～⑤すべての要件に該当
する者は、被保険者となるため、資格取得の届出をしな
ければならないことを説明する。

① 常 勤の被保験者数が常時500人を超える事業所（特
定適用事業所）に使用されていること。
②週の所定労働時聞が20時間以上であるζと。

ア）【週の所定労働時間】の定義
週の所定労働時間とは、就業規則・雇用契約書等により
従業員が通常の週に勤務すべき時間をいう。
※祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休
暇等の特別休暇は含まずに考える。
イ）【所定労働時間】が週単位以外の場合

0所定労働時聞が1か月単位で定められている場合
1か月の所定労働時間を12月分の52週で除して算

出する。
※特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場
合は、特定の月を除いて算出する。

0所定労働時聞が1年単位で定められている場合
1年間の所定労働時間を52週で除して算出する。

J 12 

現行 ｜改正理由｜別添

【パート等の短時間勤務者の場合】 ｜事企指 I (6) 
勤務時間および勤務回数のいずれも正社員のおおむね12016-21※
4分の3以上である人



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ｜ ページ

（被保険者資格取得届）III-1-6 
現行

A
4
4
4

－、‘，，

市川
H

－
R

H
p

p

hH

－t
・1

由
一理一

白・
紅
一

+Point 

改正後

01週間の所定労働回数が短期間かつ周期的に変動
する場合
※平均により算出する。

ウ）所定労働時間と実際の労働時聞が翠離していること
が常態化している場合

0雇用契約書等で定められた所定労働時聞が週20時
間未満であるものの、実際の労働時聞が週20時間以
上である場合は、実際の労働時間を勘案し、被保険者
資格の適用を判断する。

③雇用期聞が1年以上見込まれること
ア）期間の定めがなく雇用される場合
イ）雇用期聞が1年以上である場合
ウ）雇用期聞が1年未満である次の場合

平成28年10月1日以降被保険者資格の適用基準が一部
変更となる。（機能強化法により改正された厚年法第12
条第5号）

残業が常態化している場合は、残業を含んだ時間を所
定労働時間とみなす。（法定労働時間以内の残業に限
る。）

II -1-7 4砂手順 －雇用契約書その他書面においてその契約が更新され
る旨又は更新される場合がある旨明示されている場合

．雇用契約書その他の書面においてその契約が更新さ
れる旨文は更新される場合がある旨明示されていない
が同椋の雇用契約により雇用された者について更新等
により1年以上雇用された実績がある場合

※当初、雇用時には1年以上雇用されることが見込まれ
ない場合であっても、その後、 1年以上雇用されることが
見込まれることとなった場合には、その時点から被保険
者となる。

④除外対象の手当を除いた賃金の月額が88,000円以
上であること。
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、次のもの
を除いた各種手当を含めた額が、 88,000円以上である
場合に対象となる。（標準報酬の算定方法とは異なる）

4 12 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 別添

（被保験者資格取得届） II-1-7 .手順 ア）臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごとに 企旨 (6) 

支払われる賃金（例結婚手当、賞与等）
イ）所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対
して支払われる賃金（例割増賃金等）
ウ）最低賃金法において算入しないことを定める賃金
（例精皆勤手当、通勤手当及び家族手当）

+Point ｜所定時間外労働（残業）が常態化している場合は、所定
を含んだ時間を所定労働時間とみなすため、所定時間
外労働に対して支払われる賃金として除外せず、 88,000
円以上の算出に含める。（法定労働時間以内の残業に
限る。）

．手順 ｜⑤学生でないこと。
大学、高等学校、専修学校、各種学校（修業年限が1年
以上の課程に限る）等に在学する生徒又は学生は適用
除外とする。ただし、以下に掲げる者は被保険者となる。

ア）大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の
課程の者
イ）休学中の者
ウ）卒業見込柾明書を有する者であって、卒業前に就職
し卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定の者

II-1-8 ｜。資格取得届の提出時には、備考欄に短時間労働者で
ある旨のチェックを付記するよう説明する。

+Point ｜チェックボックスがない様式については、備考欄に短時
間労働者である旨を付記するよう説明する。

II-1-9～10 l…開｜退臓再雇用に伴い一般被保険者から短時間労働者へ
雇用された者の 変更となった場合は、資格取得届に短時間労働者であ
場合 る旨を付記して提出することを説明する。・Point

II-1-11 l・70歳以上被用※短時間労働者に該当する場合は、備考欄に短時間労
者該当届 働者である旨を付記するよう説明する。
。手順

II-1-13 12. (1) 
4砂見出し
4砂手順 ｜年金事務所窓口で取得届を受付する場合は、後頁の

『資格取得時にかかる本人確認事務取扱要領 4(2）事
務所窓口受付分の確認jの手順により本人確認を行う。

4砂見出し ｜②記入漏れ及び添付書類等の点検



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（被保険者資格取得届）II -1国 15 3. (1) 届書の備考欄に、短時間労働者である旨が付記されて

／ ／／／  

事企指 (6) 

②記入肉容及び いる場合lま、以下の点に注意する。 2016-21※ 

添付書類等の審 ①特定適用事業所からの提出であること。

査 ②賃金が88,000円以上であること。・Point
II -1-34～35 様式 （差管） （差替） 康年指

被保険者資格取 2016-88 

得届

II-1-51 点検・審査役割分 ⑪備考欄 事企指

担表（チェックシー 2016-21※ 

ト） 内容点検
項目追加 短時間労働者である旨が付記されている場合

内容審査
口特定適用事業所からの提出であるか。
口報酬月額が、 88干円以上となっているか。

IR盛被事扶養者の有無 江＠主被事扶養者の有無
業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番 業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番

号、代表者印 号、代表者印

被保険者所属選択・ー II-12-11(1) （月lj添1) （新規追加）

／ ／／／  

厚年指 7 

以上事業所勤務届 ～11 (6) ニ以上被保険者に 2015-145 

係る保険料計算に
ついて

II -12-45(1) 一以上事業所勤務 （新規追加）

／ ／／／  

厚年指

～45(21) 属の提出勧奨事務 2015-224 

処理要領（平成27
年10月改訂版）

被保険者・70歳以上被 II -22-1～7 （新規追加）

一一一一一一一一
｜事企指 8 

用者区分変更届
2016-21※ 

被扶筆者（異動）届認 m-1-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 9 

定

概要
②配偶同者一、世直宇系野の尊条属件、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の ②配偶同者一、世直帯系の車条件

｜事企指

【要件】 尊属、子、孫、皐盤以外の3親等内の親族 2016-24※ 

親族は同一世帯でなければならない は同一世帯でなければならない

m-1-5 1. (2) 【a.被保険者と別居でもよい人】 【a.被保険者と別居でもよい人】

①被扶養者にな （略） （略）

れる範囲 ・子、孫および兄第姉妹 ・子、孫および蓋盤

4砂手順 （略） （略）

【b.被保険者と同居していることが条件の人】 【b.被保険者と同居していることが条件の人】

－伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶 ・＆盤J自叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の

者、配偶者の父母や連れ子など、上記a.以外の3親等 配偶者、配偶者の父母や連れ子など、上記a.以外の3

肉の親族 親等内の親族

（略） （略）

6, 12 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（被扶養者（異動）届 m-1-s～7 (3) （略） （略） ｜事企指 (9) 

認定） ③被扶養者に 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫およ 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫およ 2016-24※ 

なった理由等 び兄弟姉妹以外のときは、同一世帯に属した日および び盈盤以外のときは、同一世帯に属した日および扶養

4砂手順 扶養するに至った理由を記入する。 するに至った理由を記入する。

m-1-s (4) 被保険者との同居が条件である被扶聾者（直系尊属、 被保険者との同居が条件である被扶養者（直系尊属、

・同居確認のた 配偶者、子、孫、兄弟姉妹以外の人）のときは、同居の 配偶者、子、孫、盈盤以外の人）のときは、同居の事実

めの書類 事実が確認できる書類等の添付を求める。 が確認できる書類等の添付を求める。

4砂手順

m-1-25～26 点倹・審査役割分 【a.被保険者と別居でもよい人】 【a.被保険者と別居でもよい人】
担表（チェツクシー （略） （略）
ト） －子、孫および兄弟姉妹 －子、孫および蓋盤
＠続柄 （略） （略）
内容審査

【b.被保険者と同居していることが条件の人】 【b.被保険者と同居していることが条件の人】
・伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶 . ir.盤J自叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の
者、配偶者の父母や連れ子など、上記a.以外の3親等 配偶者、配偶者の父母や連れ子など、上記a.以外の3

内の親族 親等内の親族

（略） （略）

被保険者報酬月額変更 N-1-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 10 

届

概要 ③ける固報定酬的の賃支金払がわ変れ動たしすたべ日て以の降支、引き続いた3ヵ月にお ③ける固報定酬的の賃支金払がわ変れ動たしすたべ日て以の降支、引き続いた3ヵ月にお .企指

【要件】 払基礎日数が17日 払基礎日数が17日 2016-21※ 

送以上であること 以上であること

送短睦間蛍働章（！）.撞含盟主払基盤日盤l主11El凶よ

N-1-2 提出 GI' 月額変更届に記入する報酬の支給対象となった期

／ ／／／  
Point 聞に、被保険者の区分の変更があった場合は、備考欄

に「短時間労働者」の記入を求める。

N-1-4 1. ( 1) （略） （略）

②月額変更要件 手当ても基本給でも賃金計算後が17日※以上あっても 手当ても基本給でも賃金計算後が17日以よあっても同

の説明 同様とする。 様とする。

4砂手順

IV-1-4～5 ・Point ※ 短時間労働者の場合は、 11日以上となる。

／ ／／／  
月額変更届に記入する報酬の支給対象となった期間に
被保険者の区分の変更があった場合は備考欄に記載
するよう説明する。

IV-1-5 。見出し ③被保険者の区分変更があった場合の取扱い

4砂手順 一般労働者の時に降級し、その翌月に短時間労働者に
該当した場合の取扱いについて、降級になった時点を起
算とした場合と短時間労働者に鼓当した時点での起算
それぞれで月額変更に該当するかを判断する。

．言
． 



機際性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（被保険者報酬月額変 W-1-5 ・見出し ｜④~固月定的賃金の説明 ＠＠固月定的賃金の説明
｜事企指 (10) 

更届） 額変更に該当しない場合の説明 額変更に該当しない場合の説明 2016-21※ 

＠改定月の説明 ＠改定月の説明

W-1-18 点検・審査役割分 ※ク欄「算定対象月の報酬支払基礎日数」に記入された ※ク欄「算定対象月の報酬支払基礎回数Jに記入された
担表（チェックシー 回数が、いずれも17日以上（短時間労働者の場合は11 回数が、 いずれも17日以上であることを確認する。
ト〉 日以上）であることを確認する。
ク算定対象月の報
酬支払基礎回数
内容審査

W-1-21 上下限の改定 【1級で83.000円未満から昇級】・・・厚年のみ 【1級で93,000円未満から昇級】・・・厚年のみ

内容審査 報酬月額の平均額が、 93.000円以上の場合。 報酬月額の平均額が、 101.000円以上の場合。

88壬目→ 98壬回 98壬回→ 104壬回

W-1-22 【2級からの降給】・・・厚年のみ 【2級からの降給】・・－厚年のみ

報酬月額の平均額が、 83.000円未満の場合。 報酬月額の平均額が、 93.000円未潜の場合。

98壬目→ 88壬田 104壬田→ 98壬目

W-1-23 ※健康保険と厚生年金保険の等級は異なるので注意す ※健康保険と厚生年金保険の等級は異なるので注意す

ること。 ること。

健康保険の上限は50級（1390千円）、厚生年金保険 健康保険の上限は50級（1390千円）、厚生年金保険

の上限は30級（620千円）である。 の上限は30級（620千円）である。

健康保険の下限は58千円、厚生年金保険の下限は皇皇 健康保険の下限は58千円、厚生年金保険の下限は皇皇

王Eである。 壬Eである。

被保険者報酬月額算定 W-2-1 本部の所管部署 事業推進統括部 厚生年金保険車業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改錨 11 

基礎届

添付書類 ・算定基礎届総括表附表（雇用に関する調査票）

一一一一一一一一
事企指
2016-21※ 

W-2-7 1. (2) 算定基礎屈に記入する報酬の支給対象となった期間に

ノ ／／／
①報酬について 被保険者の区分の変更があった場合は、備考欄に記入

+Point する。

②支払基礎回数 短時間労働者については、支払基礎回数が11日以上あ

ノ ／／／
について る月で算定することに留意する。

+Point 

W-2-33～43 標準報酬月額の定 （新規追加）

ノ ／／／

厚年指

時決定及び随時改 2011-174 

定の事務取扱いに
関する事例集

8 12 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（被保険者報酬月額算 N-2-47 点検・審査役割分 口支払基礎回数が17日rm監閏m曲章包揖含l主11日｝ 口支払基礎回数が17日以上の月のサ欄の合計額が記 事企指 (11) 

定基礎届） 担表（チェツクシー 以上の月のサ欄の合計額が記入されているか。 入されているか。 2016-21※ 

ト）
シ支払基礎日数17
日以上の月の報酬
月額の総計
内容点検

セ平均額 ※報酬支払基礎回数が17日（短時間労働者の場合は ※報酬支払基礎回数が17日以上である月の報酬月額

内容審査 江且よ以上である月の報酬月額の平均であることを確認 の平均であることを確認する。
する。

（削除） パートタイマ一等短時間就労者でいずれの月も17日未
満である場合には15日以上である月の報酬月額の平
均である二とを確認する。

※短時間就労者等で、支払基礎回数がいずれも17日未

ノ ／／／
満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎回数が15臼以上
17日未満の月の報酬月額の平均であることを確認す
る。

被保険者賞与支払届 N-3-9～18 別紙1 （新規追加）

／ ／／／  

厚年指 12 
『健康保険法及び厚 2015・208
生年金保険法におけ
る貧与に係る報酬の
取緩いについてJのー
官官改正について

N 3 19～21 別添 （新規追加） 厚年指
2015-220 

一ーーーー
産前産後休業終了時報 V-3-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保陵部適用企画指導G 組織改編 13 

酬月額変更届

概要 O 標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日の属 0 標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日の属 事企指

【結果】 する月以降の3カ月間に受けた報酬（支払基礎回数が17する月以降の3カ月間に受けた報酬（支払基礎回数が172016-21※ 

日送未満の月は除く）の平均額により決定し、その翌月 日未満の月は除く）の平均額により決定し、その翌月か
から改定する。 ら改定する。

※短時間労働者の場合の支払基礎回数は， ，日以上

V-3-4 , . (,) 産前産後休業終了日の翌日の属する月以後3カ月間に 産前産後休業終了日の翌日の属する月以後3カ月間に

②改定要件の説 受けた報酬を月数で除した平均額により、新しい標準報 受けた報酬を月数で除した平均額により、新しい標準報

明 酬月額を決定（ただし、 1カ月の支払基礎回数が17日未 酬月額を決定（ただし、 1カ月の支払基礎回数が17日未

4砂手順 満送の月は除く。）することを説明する。 満の月は除く。）することを説明する。

・Point ※短時間労働者の場合は、 11日以上となる。



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

（産前産後休業終了時 V-3-12 点検・審査役割分 ロス「平均額」について、支払基礎回数が17日以上1m ロス「平均額」について、支払基礎回数が17日以上の月 事企指 (13) 

報酬月額変更届） 担表（チェックシー 瞳問蛍働章盟主量含l孟11田辺よ｝の月の平均額として算 の平均額として算出されているかを確認する。 2016-21※ 

ト） 出されているかを確認する。
標準報酬月額の決
定 ※3ヶ月とも支払基礎回数が17日未満（短時間労働者の ※3ヶ月とも支払基礎回数が17日未満の場合は、従前の
内容審査 場合は11日未満）の場合は、従前の標準報酬が適用さ 標準報酬が適用される。（月変不該当）

れる。（月変不該当）

※短時間就労者等で、支払基礎日数がいずれも17日未 ※短瞳間重量章｛パ－1:1につい工倍、支払基礎回数が
満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎回数が15日以上 いずれも17日米満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎

17日未満の月の報酬月額の平均によって算定する。 回数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均に
よって算定する。

育児休業等終了時報酬 V-6-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保障事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 14 

月額変更届

概要 0標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降 0標準報酬月額lま、育児休業終了日の翌日の月以降 事盃指

【結果】 の3カ月間に受けた報酬（支払基礎回数が17日盗未満 の3カ月間に受けた報酬（支払基礎回数が17日未満の 2016-21※ 

の月は除く）の平均額により決定し、その翌月から改定 月は除く）の平均額により決定し、その翌月から改定さ

される。 れる。

法短睦閏堂盟主包揖含盟主払基盤日盤i孟11日砧よ
これにより、実際の報酬に応じた標準報酬月額（保険料 これにより、実隙の報酬に応じた標準報酬月額（保険料

負担）となる。 負担）となる。

V-6-4 1 . ( 1 ) 育児休業終了日の翌日の属する月以後3カ月間に受け 育児休業終了日の翌日の属する月以後3カ月間に受け

②改定要件の説 た報酬を月数で除した平均額により、新しい標準報酬月 た報酬を月数で除した平均額により、新しい標準報酬月

明 額を決定する。 額を決定する。

4砂手順 ただし、 1カ月の支払基礎日数が17日返未満の月は除 ただし、 1カ月の支払基礎回数が17日未満の月は除く。

く。・Point ※短時間労働者は、 11日以上となる。

一一一一一一一一V-6-10 点倹・審査役割分 口支払基礎回数が17日（短時間労働者は11日）以上の 口支払基礎回数が17日以上の月のサ欄の合計額であ
担表（チェツクシー 月のサ欄の合計額であるか。 るか。
ト） 口短時間就労者で全ての支払基礎回数が17日未満の 口短時間労働者で全ての支払基礎回数が17日未満の
シ支払基礎日数17場合は、 15日以上の月のサ欄の合計額であるか。 場合は、 15日以上の月のサ欄の合計額であるか。
日以上の月の報酬
月額の総計
内容審査

10 12 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

70歳以上被用者該当・ V-10-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 15 

不該当届

概要 ・厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使 －厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使 事企指

【70歳以上被用 用される者であって、かっ、同法第12条各号に定める 周される者であって、かつ、同法第12条各号に定める 2016-21※ 

者とは】 者に該当しない者（短時間就労者については、就業規則 者に該当しない者（短時間就労者については、勤務回数

生産圏翠鈎笠玄室盈己匙k勤務日数及び勤務時聞がそ 及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の盤韮3/4以
れぞれ一般の従業員の3/4以上の者（経渦措置による 上の者）（厚生年金保険の被保険者と同様）

誼主主睦Q（厚生年金保険の被保険者と同椋）

V-10-2 提出 F平成28年10月1日より、被保険者資格の適用基準が
Point 一部変更となり、就業規則や雇用契約等で定められた1

週間の勤務時間および1月の勤務回数のいずれも一般
の従業員の4分の3以上である者。ただし、平成28年10
月1日以前の4分の3要件を満たす被保険者について、
平成28年10月1日以降の新たな適用基準によれば適用
から外れる場合があるため、平成28年10月1日以前に被
保険者であるものが、閉じ事業所に使用されている間
は、引き続き被保険者とする。
（機能強化法により改正された厚年法第12条第5号）

【年金機能強化法による適用拡大】
1週間の勤務時間・1月の勤務日数が、一般の従業員
の4分の3未満の短時間労働者のうち、以下の①～⑤す
べての要件に該当する者を適用拡大の対象とする。

①常勤の被保険者数が常時500人を超える規模である
事業所（特定適用事業所）に使用されていること。
②週の所定労働時聞が20時間以上であること。
③雇用期間が1年以よ見込まれること。
④賃金の月額が88,000円以上であること。
⑤ 学生でないこと。
※ 70議以上被用者該当・不該当届の提出時には、備
考欄に短時間労働者である旨を付記するよう説明する。

V-10-14～15 別紙1 （差替） （差替）

棟式i,lJ

V-10-17～18 別紙2 （差替） （差替）

様式例

V-10-28～29 別紙9-1 （差替） （差替）

様式例

V-10-30～31 J.llj章氏9-2 （差替） （差替）

様式伊l

V-10-32～34 70歳以上被用者 （差替） （差替）

該当・不該当届

11’2 



機密性2完全性2可用性2（品質管理室）

業務処理名 ページ 項目 改正後 現行 改正理由 別添

被保験者住所変更届 VI-4-1 本部の所管部署 事業推進統括部厚生年金保険事業推進G 厚生年金保険部適用企画指導G 組織改編 16 

概要 0厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住 厚年指

【留意事項】 所一覧表提供申出書が、社会保険労務士から提出され 2013-156 

た場合の取扱いについて

① 受付時
社会保険労務土から当該一覧表提供申出書の提出さ

れた場合は、事業主の押印等に加え、社会保険労務土
提出代行者印を押印した申出書により受付けてくださ
い。

② 提供時
当該一覧表を社会保険労務士に提供する場合には、

事業主の同意をとってください。

③ 住所一覧表による住所変更の届出
社会保険労務士が、住所一覧表による住所変更屈を

提出する場合は、最終ページの最終行に事業主の証明
印の押印に加え、社会保険労務士提出代行者印を押印
することによって提出することができます。

VI-4-6～20 参考通知 平成18年1月26日庁保険発第0126001号
国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の
一部を改正する省令の施行に伴う住所変更に係る届出
励行等の周知の事務処理について

VI-4-21～29 平成18年1月26日庁保発第0126001号
国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の
一部を改正する省令の施行について

VI-4-30～31 平成23年3月31日年発0331第5号
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の
施行について

2 1」
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